
１．はじめに

公共牧場は、昭和４０年代に入り、国民の畜産物に

対する需要の増大に対応し、酪農家等の円滑な規模

拡大、経営安定を図るため、不採算部門である育成

部門を行政、農協等の公的機関が担う牧場（主とし

て夏期の預託放牧による育成牧場）として、昭和４０

年代から５０年代にかけ国営又は道県営等の草地開発

事業、農地開発（機械）公団事業等によって全国に

創設されました。

しかし、最近は、畜産農家戸数の減少、市町村合

併等により、その数は減少していますが、現在、全

国的に飼料増産運動を進めている中において、公共

牧場が地域の飼料基盤として期待されることから、

その利活用促進のための方策、今後の方向等につい

て述べたいと思います。

２．公共牧場の現状

� 公共牧場数

公共牧場は昭和５０年代半ばには、全国で約１２００牧

場ありましたが、その後、減少が続き、平成１９年度

には８８３牧場となっています（表１）。これは、市町

村合併によって市町村毎に公共牧場を持つ必要がな

くなり、条件が厳しい牧場等が経営を休止したこ

と、公共牧場管内の畜産農家戸数が減少したことに

より、預託（利用）頭数が減少し、預託料収入等が

減少したこと、従来、地方公共団体の一般会計から

経営費の一部補填を受けていた牧場が、地方財政が

厳しくなってきたため、一般会計からの経営費補填

を受けられなくなってきたことから赤字となり、経

営を休止したこと等が理由として考えられます。

� 公共牧場の利用状況

現在、稼働している公共牧場８８３牧場のうち、北

海道は２２１牧場、都府県が６６２牧場と都府県に多くの

牧場が存在しますが、１牧場当たりの草地面積等そ

の規模は北海道が大きくなっています。公共牧場の

利用頭数は北海道が８０千頭、都府県が６７千頭となっ

ており、畜種別割合は北海道が乳用牛の利用割合が

高く、都府県は肉用牛の利用割合が高くなっていま

す（表２）。これは、北海道は都府県と比べ、ホル

スタイン種の夏期放牧時の暑熱の問題が少ないこ

と、乳用育成牛に必要なペレニアルライグラス、チ

モシー、オーチャードグラス等の高栄養価の永年性

表１ 公共牧場数、利用頭数及び牧草地面積等の推移

昭５５ 平２ ７ １４ １８ １９

牧場数 １，１７９ １，１４６ １，０５３ ９３９ ８９７ ８８３

利用頭数（千頭）
（７月１日時点）

２１３ ２１４ １８７ １５３ １５５ １４７

乳用牛 １２９ １１９ １２０ １００ ９５ ８９

肉用牛 ８４ ９５ ６７ ５８ ６０ ５７

牧草地面積（千ha） ９７ １０８ １１０ １００ ９８ ９５

野草地面積（千ha） ６１ ６９ ３５ ４７ ４１ ３９

１
牧
場
当
た
り

利用頭数（頭）
（７月１日時点）

１８１ １８７ １７８ １６３ １７２ １６６

牧草地面積（ha） ８３ ９４ １０４ １０７ １０９ １０７

１ha当たり頭数
（頭）

２．１９ １．９８ １．７０ １．５３ １．５８ １．５４
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牧草の生育に適していること、肉用牛の生産は主と

して都府県に立地してきたことから、この様な結果

になっているものと考えられます。

放牧対象頭数のうち公共牧場を利用している頭数

の割合は、乳用牛が１５％、肉用牛が６．７％で乳用牛

の利用割合が高く、乳用牛、肉用牛とも北海道が都

府県より公共牧場の利用割合が高くなっています。

一方、公共牧場側からみた利用率（受入頭数／受

入可能頭数）は近年、概ね横ばいで推移しており、

夏期（７月１日）の利用率が７５％、冬期（１月１日）の

利用率が８４％、年間の利用率が７８％となっており、

冬期預託の要望が強いことがうかがえます。

全国の公共牧場の夏期の利用率は９０％以上の牧場

が３３％、７０～８９％の牧場が２８％、５０～６９％の牧場が

２２％、５０％未満の牧場が１７％となっており、利用率

が低い牧場について、早急に対策を講じる必要があ

ります。

公共牧場を利用した農家は８５％が公共牧場管内の

農家で、１５％が管外の農家が利用しています。特に

北海道の公共牧場を利用する酪農家の１／４は公共牧

場の管外の酪農家となっています。また、公共牧場

を利用した農家の割合は酪農家が３８％、肉用牛農家

が９％となっています。

� 牧草地面積

公共牧場の牧草地面積は９５千haで我が国の牧草

地面積６２４千haの１５％を占めています。特に都府県

の公共牧場の牧草地面積は４２千haであり、都府県

の牧草地面積１０４千haの４０％を占め、都府県の牧草

地については、公共牧場を抜きに考えても意味が無

く、都府県の永年性牧草の育種等の技術開発は、こ

の公共牧場を念頭において事業を進めることが必要

です。

� 所有形態と管理状況

公共牧場の所有形態は市町村所有が５７％、任意組

合所有が２７％で、この両者で８割強を占め、他は都

道府県有、農協有、畜産公社有となっています。

しかし、実際の管理は、地方自治体が所有する牧

場の約６割が、農協や任意組合に管理委託をしてお

り、地方自治体が所有し、自ら管理している公共牧

場は２３１牧場で全体の１／４程度です。

� 経営状況

公共牧場の２８％は補助金を受けることなく黒字経

営となっており、補助金を受けている公共牧場を併

せると４５％の牧場が黒字経営となっています。しか

し、全体の１／３の公共牧場は赤字経営となっていま

すが、これは公共牧場のかなりの部分を占める任意

組合営の牧場が黒字を出さない経営構造になってい

るのも一因と考えられます。

３．今後の公共牧場の利活用促進

� 公共牧場本来の機能の発揮

公共牧場は、農家から子牛を預かり、育成し種付

けを行い農家に戻すという本来の機能があります

が、上述したように、毎年１０牧場程度が休止してい

るということは、管内の畜産農家数の減少という側

面はあるものの、この本来的な機能を十分果たして

これなかった牧場があったのも事実でしょう。

飼料高の現在、公共牧場という飼料基盤を活用

し、畜産物の生産コストを低減させることが重要で

すが、このためには、預かった子牛を育成し種付け

して農家の期待に応える成牛にして農家に戻すとい

う本来機能を発揮させることが、公共牧場の利活用

を促進する基本です。それでは何故、この本来機能

が発揮されなかったのでしょうか？それは、公共牧

場の一番の基本である放牧地の管理、利用技術等放

牧技術が十分理解されていなかったということが主

な原因だと思われます。それでは放牧地の管理利用

等、放牧技術の基本的なことを述べたいと思います。

� 放牧地は短草利用が原則

放牧地と採草地は、利用と管理が全く別のもので

す。放牧地の草は、採草地と異なり草丈を低く維持

する必要があります。草丈が高くなると牛は草を踏

みつけて歩くだけで、十分な採食はされません。放

牧地は常に草高（草丈とは違う）を２０～２５cmに保

つ必要があります。（写真１）（写真２）草高２０～２５

cmは、概ね手の指を広げた時の親指の先から小指

の先までです。驚く程、低いことがわかるはずです。

では、草高を２０～２５cmに保つためにはどうすれば

良いでしょうか。放牧地面積に見合った放牧頭数を

放牧することが大原則です。放牧圧が弱すぎること

よりも過放牧気味の方が良い結果が得られます。ま

た、春の放牧は牧草が萌芽したらすぐに放牧を始め

るようにして下さい。この時は、採食草が不足しま

すので、乾草やサイレージ等の粗飼料を放牧地で給

与することが必要です。何故、早めに放牧を開始す

るかというと、草高が２０cmになってから放牧を始

めると、次の牧区に転牧した時は、次の牧区の草は

伸び過ぎて、牧草の利用率、栄養価が落ちてしまう

表２ 公共牧場の利用状況（平成１９年）

牧

場

数

利用頭数（千頭）
（７月１日現在）

牧
草
地
面
積（
千
ha
）

１牧場当たり

計 乳用牛 肉用牛
頭数
（頭）
A

草地
（ha）
B

１ha
当たり
頭数

（頭／ha）
A/B

全 国 ８８３ １４７
（１００）

８９
（６１．０）

５７
（３９．０） ９５ １６６ １０７ １．５４

北海道 ２２１ ８０
（１００）

６７
（８３．４）

１３
（１６．６） ５３ ３６１ ２４２ １．４９

都府県 ６６２ ６７
（１００）

２３
（３４．２）

４４
（６５．８） ４１ １０１ ６３ １．６１

２
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からです。

不幸にも、放牧草が伸び、低草高の維持が難しく

なった場合は一度掃除刈りをして不食草を取り除

き、再生草の萌芽を待って放牧を再開すると、増体

等は改善され、その後の牧場全体の短草利用も可能

となります。どうしても短草維持が困難な場合は、

暖地の肉用牛の放牧地であれば野シバやセンチピー

トグラス等のシバ型の牧草に置きかえることも一方

です。特に傾斜がきつい放牧地ではこのようなシバ

型の牧草を利用した方が良いでしょう。

� ワンデーグレイジング

放牧地は牛の運動をさせるパドックではありませ

ん。牛に飼料を採食させる場です。

転牧は１牧区を１日で放牧するワンデーグレイジ

ングが理想です。毎日、転牧することによって牛は

栄養価の高い新鮮な草を食べることができます。同

じ放牧地に長期間放牧しておくと、採食可能草がど

んどん減っていき、放牧草から必要な栄養摂取がで

きなくなります。少なくとも３日で転牧するよう、

電牧で牧区を仕切ることが良いでしょう。（写真３）

� 施肥管理

放牧地の土は家畜の飼料を生産する大切なもので

す。土壌分析を毎年、必ず行い、不足する成分を補っ

て下さい。成績が良くない牧場は、pHが低い場合

が多いものです。石灰又は苦土石灰のような酸度矯

正のための土壌改良資材を毎年施用して下さい。石

灰や苦土石灰は化成肥料と比べて安価です。草の状

態にもよりますが窒素肥料は主として放牧地のシロ

クローバで供給するという程度で考えて下さい。育

成牛の放牧地の窒素は、搾乳牛の放牧地の窒素と異

なり、放牧地外へ持ち去られる量は少ないもので

す。放牧地の施肥はいかにシロクローバを維持する

（３０％程度が理想）かという事を基本に考えて下さ

い。そのためには石灰質資材の供給は欠かせません。

施肥時期も注意が必要です。放牧地の施肥管理は

春のスプリングフラッシュをいかに抑え、秋期の放

牧草生育衰退期にいかに収量を確保するかがポイン

トです。このため、春に窒素肥料を施肥することは

スプリングフラッシュを助長するだけですので、施

肥するとしても秋期の方が良いでしょう。反対に採

草地では良質な一番草を多く収穫するためスプリン

グフラッシュを助長するように早春に窒素肥料を施

用するのが原則です。

� 草地更新

採草地は穂孕期～出穂期に刈り取る関係から、草

丈が高い状態まで生育するので、草地の密度が低く

なり、牧草が株化したり、強害雑草が侵入したりす

るので定期的な更新が必要ですが、放牧地の場合、

低草高で繰り返し利用されるので、良好な維持管理

をしていると草の密度が高く保たれ、強害雑草の侵

入も少なく、原則的に草地更新の必要性はありませ

ん。

しかし、低栄養価の草が優占している場合や、強

害雑草がかなりの割合で侵入している場合で、掃除

写真１ 理想的な放牧地の草高（ペレニアルライグラスとシロ
クローバの混播放牧地）

写真２ 写真１の放牧地の接写（草の密度が高い）

写真３ ポリワイヤーの電気牧柵で、大牧区の中仕切は簡単に
できる

３
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刈り等の管理では対応できない場合は、草地更新が

必要となります。草地更新は、更新対象草地の状態

や目的、播種する牧草の雑草等との競合力の強さ等

によって完全耕起法か部分耕起法（簡易更新）を選

択します。牧養力を高めるため、シロクローバ、ペ

レニアルライグラス、メドウフェスク等を牧草地に

導入する場合は簡易更新で十分です。簡易更新は、

ディスクハロー等で土壌表面を撹拌する方法、パス

チャードリル等で放牧地に細い溝を切り、種子をそ

こに落とし込む方法、地表に穴をうがつ方法、蹄耕

法等の不耕起法等があります。（写真４）（写真５）

� 馴致放牧

本格的な放牧を開始する前に、パドック等で運動

させ、直射日光や風雨にあて、外気温に慣れさせる

ため、２～４週間程度馴致放牧を行います。またこ

の時期、サイレージや乾草等の貯蔵飼料から青草へ

徐々に飼料を切り替えていきます。通常草が萌芽始

めたら牛舎近くの牧区で馴致放牧を行います。

放牧の効果を高めるためには馴致放牧は必ず必要

で、農家の協力を得て行うことも必要でしょう。

� 家畜衛生対策

入牧前に必要な予防接種を行っているかどうか、

必ず確認して下さい。また、その他の入牧前の検査

等衛生プログラムが実行されていることが必要で

す。放牧期間中はピロプラズマ病予防のため、ダニ

の駆除剤の定期的な塗布が必要です。

� 発情発見

受胎率の向上のためには的確な発情発見が第１で

す。１日に１回は必ず放牧看視が必要ですが、広い牧

区を電牧（ポリワイヤー等の簡易な電牧で十分）で

ワンデーグレイジングができる大きさに仕切ると、

毎日、転牧のたびに牛を注意深く観察できるので、

この点からもワンデーグレイジングは優れています。

以上、公共牧場の本来機能を発揮するためのポイ

ントを述べてきましたが、これらのことを実施して

いない牧場が一度に全部の放牧地において実行する

のは勇気が要り、また危険ですので、一部分でも良

いですから実行してみて下さい。必ず効果は上がる

と思います。それで自信がついたら、徐々に実行す

る放牧地を拡大して下さい。

� 本来機能を発揮させるための附加サービス

農家から牧場の面積に見合った適正規模の預託牛

を預かり、農家の期待どおり育成して農家に戻すと

いう本来機能を円滑に進めるため、次のような取組

みを行っている牧場があります。

� 預託農家への情報提供

預託牛の発育、受胎の状況、疾病の情報を定期あ

るいは随時預託農家に提供することによって預託農

家と公共牧場の間で信頼関係が高まります。

� 預託牛の搬入、搬出サービス

預託牛の搬入、搬出は預託農家にとっては、結構

時間と手間がかかるものです。これを公共牧場が実

行することによって、顧客の利用率は高まります。

� 周年預託の実施

預託農家にとって、夏期だけ公共牧場に預託し、

冬期は自ら育成するというのは、農家にとって煩わ

しいものです。哺育から成牛まで預託できる周年預

託にすれば、農家の省力化に役立つばかりでなく、

牛にとっても同一環境下で飼育でき発育が良好とな

る場合が多いようです。また、職員の通年雇用や牧

場施設の有効利用が可能となります。

� 受精卵移植の実施

預託農家が望む後継牛の確保、個体の有利販売が

可能となります。

	 公共牧場が今後取組むことが可能と考えられる

業務

� 乾草生産供給事業

これは、一部の公共牧場で行われていますが、預

託頭数が減少し、周年預託業務も行っていない場

写真４ 作溝型簡易草地更新機

写真５ 作溝型簡易草地更新機で追播後２５日目のペレニアルラ
イグラスの実生
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合、乾草生産余力がある場合は、新たに取組むこと

も考えられ、現在、輸入乾草が高騰しており、将来

的にも高止まりの可能性があることから、ニーズは

あると思います。

� コントラクター事業

自らの公共牧場で乾草やサイレージ生産を行って

いるが、労力に余裕がある場合は、発展型として地

域の畜産農家の飼料生産も受託することが考えられ

ます。また、公共牧場で乾草生産を行っている場合、

雇用の年間確保、農機具の稼働率の向上を図るた

め、積極的にコントラクター事業へ乗り出すことも

考えられます。

� TMR事業

�又は�を発展させ、公共牧場、あるいは地域の
ほ場で生産された粗飼料と地域のオカラ等の食品産

業副産物を混合し、これを地域の畜産農家へ供給す

るＴＭＲ事業が考えられます。

� ふれあい牧場事業

平成１８年３月に策定された「食育推進基本計画」

において、食育のための教育ファームの取組みがな

されている市町村の割合を、平成２２年度までに６０％

以上とする数値目標が設定されました。

公共牧場は広大な緑資源を活用し、学童等が家畜

とふれあう場としては最適です。公共牧場を単に畜

産生産の場としてだけで考えるのではなく、食育の

場として活用することも考えるべきではないでしょ

うか。また、ふれあい牧場の事業を行うことによっ

て、公共牧場に対する納税者の理解が進むものと思

われます。（写真６）

４．公共牧場の利活用を促進するための支援措置

� 公共牧場に対する支援措置

� 都道府県営草地整備改良事業等の畜産公共事業

―公共牧場の飼料基盤や施設の整備等に対して助成

（問合先：都道府県庁畜産主務課）

� 粗飼料自給率向上総合対策事業（農畜産業振

興機構事業）―公共牧場の草地更新、ほ場の整

備、生産施設機械導入等に対して助成

（問合先：道県草地協会及び（社）日本草地畜

産種子協会（渕上））

� 公共牧場の利用者に対する支援措置

� 粗飼料自給率向上総合対策事業―公共牧場へ

の入退牧の家畜運搬、ダニ駆除等の家畜衛生対

策、自給粗飼料生産等の共同活動に助成

（問合先：道県草地協会及び（社）日本草地畜

産種子協会（渕上））

� 公共牧場草地資源利活用促進事業―生産者集

団等が公共牧場を借り受けて繁殖雌牛を増頭し

た場合の奨励金の交付

（問合先：道県草地協会及び（社）日本草地畜

産種子協会（三浦））

� その他

公共牧場が新たな業務を開始する場合は支援措置

がある場合がありますので都道府県畜産主務課等に

お問合わせ下さい。

また、（社）日本草地畜産種子協会では、公共牧

場の管理者を対象とした技術及び経営改善のための

研修会及び技術者の技術研修を毎年、秋から冬にか

けてブロック毎に実施しています。

さらに、これらの研修を受講した公共牧場へは当

協会の放牧アドバイザーによる現地指導も実施して

おります。

詳細及び受講等の申込みは当協会のホームページ

をご覧下さい。

５．おわりに

配合飼料価格原料のトウモロコシ価格も一時期よ

りかなり値下がりしてきましたが、それでも従来の

倍近い価格となっています。トウモロコシの期末在

庫は最低水準であり、穀物生産地の異常気象により

暴騰する危険性があること、中国、インド等の人口

大国の穀物需要が旺盛なことから、今後、トウモロ

コシ価格は過去の水準に戻ることはなく、上昇基調

で推移すると思われます。

このような状況において、広大な飼料資源を抱え

る公共牧場は、地域の重要な飼料資源であります。

毎年、１０程度の公共牧場が活動を休止しています

が、飼料作物作付面積にすると、約１,０００haに相当

し、現在、進めている耕作放棄地放牧で拡大した飼

料作物作付面積の増加分を上回っています。

公共施設という制約はありますが、色々な取組み

による本来機能の発揮、新たな事業の展開等によ

り、公共牧場が地域畜産の核となることを祈念して

います。

写真６ ふれあい牧場での家畜とのふれあい
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